
■ ご挨拶

　私達は、独立開業している税理士で作る「資産課税研究会」というグループでございます。判例研究
などを通じ、譲渡所得への所得税や相続税など、複雑な資産課税への研鑽をしております。
　昨今、私達が税理士として確定申告をさせて頂く中で、取引形態や資料不備のため、空き家譲渡特例
が本来受けられるであろうにもかかわらず、残念ながら該当させられないケースをとても多く見受けま
す。また、不動産取引の現場よりお問い合わせ電話を頂くも、特例の要件が非常に厳しく複雑であるため、
電話では状況把握・ご説明が十分にできない場合が多々あります。
　空き家譲渡特例は、皆様にとってなじみがある居住用財産譲渡特例に比べて新しい制度であり、また 
2019 年（平成 31 年）4 月１日以降譲渡では、被相続人が老人ホームに入所していた場合も要件クリアの
上で対応となる改正も入りました。勉強会などで説明させて頂いたりもしていますが、まだまだ周知が
不十分な部分が多いと感じており、宅地建物取引士などの皆様による打合せ時の確認や判断・対応だけ
では、限界やリスクがあるというお声を耳にします。
　そのため「資産課税研究会」では、空き家特例譲渡の適用可能性がある取引の打ち合わせに、会のメ
ンバー税理士が無償で同席させて頂く営業支援サービスを始めました。メンバー税理士は皆、実務での
申告事例に加え、会の事例研究等で空き家譲渡特例の要件や複雑なケースを研
究しており、本特例等に経験を積んだ税理士です。団塊世代が後期高齢者とな
り始め、空き家も増えてくる中で、せっかくの特例制度をご活用頂き、空き家
問題解決の一助となることを目指しております。
　営業のためのお願いであり恐縮ではございますが、空き家譲渡特例の可能性
がありそうな案件の場合、是非、お声がけ頂けますと幸甚です。どうぞ宜しく
お願いいたします。
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